福利厚生助成金交付細則

第１条　　この細則は、福利厚生助成金交付要綱(以下要綱という。)の運用を公平かつ円滑に行うことを目的とする。

第２条　　要綱第２条に規定する助成対象者のうち、家族とは同条１，２号に規定する者の配偶者、子及び実父母とし、子については満６歳以上とする。

第３条　　補助券の利用は記名本人に限り、売買、譲渡による第三者の利用は認めない。

第４条　　補助券の利用者の利用料金が助成額に満たない場合は、利用料金をもって補助額とする。

第５条　　補助券は再発行しない。
第６条　　要綱第６条に規定する助成対象施設は、次のとおりとする。　

	施設名
	所在地
	電話番号
	予約受付

	国民宿舎南阿蘇
	阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2441
	09676-7-0078
	３ヶ月前から

	国民宿舎あまくさ荘
	天草市天草町下田北2246
	0969-42-3131
	３ヶ月前から

	芙蓉倶楽部
	別府市堀田7-1
	0977-26-7711
	３ヶ月前から

	国民宿舎阿蘇
	阿蘇市黒川1442-5
	0967-34-0317
	３ヶ月前から

	国民宿舎松島苑
	上天草市松島町合津6215-16
	0969-56-0271
	６ヶ月前から


	国民宿舎天草

ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ
	天草市亀場町74-3
	0969-22-0100
	６ヶ月前から

	国民宿舎

通潤山荘
	上益城郡山都町長原192-1
	0967-72-1161
	１年前から

	国民宿舎

くまがわ荘
	人吉市相良町4-2
	0966-22-2787
	６ヶ月前から

	かんぽの宿山鹿
	山鹿市志々岐2450
	0968-43-5121
	３ヶ月前から

	ﾛﾏﾈｽｸﾘｿﾞｰﾄ菊南
	熊本市鶴羽田町659
	096-344-6511
	１年前から
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